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凡例 a日時  b場所  c内容  d対象  e定員  f講師  g料金（記載がない場合は無料）  h持ち物  i申込  j問い合わせ  n田無庁舎  o保谷庁舎

広報

市税・国民健康保険料の
休日納付相談窓口

税・年金

a４月13日㈯・14日㈰午前９時～午
後４時
bいずれも田無庁舎のみ

●市税…納税課（４階）
●国民健康保険料…保険年金課（２階）
c市税・国民健康保険料の納付およ
び相談、納付書の再発行など▲

納税課n
　p042－460－9832▲

保険年金課n
　p042－460－9824

固定資産税の
土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
　固定資産税（土地・家屋）の納税者が
所有する土地や家屋の評価が適正かど
うかを、ほかの土地や家屋の価格との
比較を通じて確認できます。
a４月１日㈪～５月31日㈮
b資産税課（田無庁舎４階）
※保谷庁舎では縦覧できません。
d①市内の土地・家屋の固定資産税納
税者　②①の同居の親族の方　③①の
委任を受けた方　④納税管理人
h納税者本人であることを確認でき
るもの（運転免許証など顔写真入りの
証明書、または４月下旬に発送予定の
納税通知書）　※代理人の場合は委任
状も必要
※固定資産課税台帳に登録された価格
に不服がある場合は、納税通知書の交
付を受けた日の翌日から起算して３カ
月以内に固定資産評価審査委員会に対
して審査の申出ができます。
※「固定資産名寄帳」は、縦覧期間中、
手数料が無料となります。
※平成22年度まで４月上旬に発送し
ていた課税資産明細書は、平成23年
度から納税通知書の中に課税明細書と
して併せて載せています。これは課税
されている土地・家屋を示しており、
課税していない物件（道路など）は表示
していません。▲

資産税課n
　p042－460－9829･9830

国民年金の学生納付特例制度
　日本国内に住所がある20歳以上の方
は、国民年金に加入し保険料を納める
ことになっていますが、学生の方は、学
生納付特例（以下「学特」という）の申請
をすると、保険料の納付が猶予されます。
□前年度に学特承認済み（または申請
済み）の在学者
年金事務所から申請書が４～６月初め
ごろに順次郵送されます。返信はがき
（同封）にご記入のうえお送りください。
□初めて学特を申請する方
● �４月以降に20歳になる方は、誕生
月に年金事務所から年金加入案内が
届きます（学特申請書同封）。加入届
書と併せて申請ください。

●�既に20歳過ぎの方で初めて学特申
請される方はお手続きください。

□共通
d学生で申請年度前年の本人所得が
一定額以下、または失業などの理由が
ある方
※在学する学校の変更（大学院進学など）
や在学期間の延長などがある場合は、
再度窓口で申請が必要
※学特承認期間は年金受給資格期間に
は含まれますが、受給額計算には含ま
れません。
※一部非対象校あり
□申請
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民
課（保谷庁舎１階）�
h学生証（コピー可。裏面まで）または
在学証明書（原本）・離職票など

j武蔵野年金事務所
　p0422－56－1411（ナビダイヤル）▲
保険年金課np042－460－9825

手話通訳者配置
福祉

　両庁舎での手続き、相談などで必要
な場合にご利用くだ
さい。
□手話通訳者配置日
　午後１時～５時

保谷庁舎
毎月第１㈬

田無庁舎
毎月第３㈮

４月３日 ４月19日

５月８日�※１ ５月17日
※１�第２㈬となります。
※配置日以外にも手話通訳者を派遣しま
す。詳細はお問い合わせください。▲

障害福祉課op042－438－4034
　l042－423－4321

高齢者手技治療割引券の交付
　65歳以上の方が高齢者指定治療院
でマッサージ治療などを受ける際に､
治療料金の一部を助成する割引券を発
行します。
□交付期間　４月１日㈪～翌年３月
31日㈫平日午前８時30分～午後５時
□助成内容　１人当たり月１枚（１回
の保険外治療料金から1,000円割引）
※上限12枚
i交付期間中に本人確認書類（運転免
許証・保険証など）を持参し、高齢者支
援課（田無庁舎１階・保谷保健福祉総
合センター）・出張所の窓口へ
❖市内の治療院を経営している方へ
　高齢者指定治療院への指定を希望す
る場合は、下記へお問い合わせください。▲

高齢者支援課o
　p042－438－4028
※仮庁舎への移転に伴い、電話番号が
変わる可能性があります。決まり次第
市報・市kでお知らせします。

新生児聴覚検査の公費助成を開始
子育て・教育

　４月１日から新生児の聴覚検査の費
用を一部助成します。
d平成31年４月１日以降に生まれ、
生後50日までに新生児聴覚検査を受
けた市民
i平成31年３月31日以前に母子健康
手帳の交付を受けた方で受診券をご希
望の方は、メールで件名を「新生児聴
覚検査受診票」・妊婦の住所・氏名・
生年月日・電話番号を記載して下記へ▲

健康課op042－438－4037
　mkenkou@city.nishitokyo.lg.jp

就学援助費の申請受付
　教育費にお困りの家庭へ学用品や学
校給食費などの学校でかかる費用の一
部を援助します。前年度に引き続き希
望する方も再度申請してください。
d ●保護者と児童・生徒が在住　●国
公立小・中学校に在学　●平成30年
の世帯の収入金額が生活保護基準額表
から算出した需要額（家族構成により
異なる）の1.5倍未満
※火災や天災などに遭われた方はお問
い合わせください。
□援助内容　学用品・通学用品費、新
入学学用品費（入学後支給）、新入学準
備金（入学前支給）、修学旅行費、校外

活動費（宿泊あり・なし）、給食費、卒
業記念品費、副教材費、学校病（虫歯・
中耳炎など）の治療費
❖申請受付
a�・b ● ４月８日㈪～26日㈮・教育
企画課（保谷庁舎３階）

●４月15日㈪～19日㈮・田無庁舎１階
※郵送での受付不可
h①就学援助費申請書（●市内在学者
…４月上旬に学校で全員へ配布　●市
外在学者…受付窓口で配布）
②添付書類（いずれもコピー可）
●給与収入のある方…平成30年分源
泉徴収票　●自営収入のある方…平成
30年分の所得税の確定申告書控えなど

●そのほか収入のある方…昨年得た収
入が証明できるもの　●賃貸住宅にお
住まいの方…賃貸契約書など、平成
30年12月の家賃額が分かるもの▲

教育企画課o
　p042－438－4071

わが家の耐震診断をしよう
くらし

　建物の設計図を基に簡易耐震診断を
行い、指導・助言などをします。
a・b４月20日㈯午前９時30分～午
後０時30分・保谷庁舎１階
d市内の地上２階建て以下の木造一戸
建てで、自ら所有し居住している住宅
※原則、昭和56年５月31日以前の建築
e８人（申込順）　※１人40分程度
i４月17日㈬までに、電話で下記へ
□相談員　住みよい町をつくる会▲

住宅課op042－438－4052

定時チャイム放送時間変更
　毎日放送している防災行政無線によ
る定時チャイムの放送時間は、４月１
日～９月30日の間、午後５時30分と
なります。▲

危機管理室op042－438－4010

保谷庁舎食堂の営業終了
売店の事業者変更のお知らせ
　保谷庁舎１階売店および２階食堂は、
３月29日をもって営業を終了しまし
た。長い間ご愛顧ありがとうございま
した。
　なお、売店は運営事業者を変更して、
４月９日㈫（営業時間午前10時～午後
２時）より再開する予定です。▲

管財課op042－438－4001

連 絡 帳
市からの

児童扶養手当・特別児童扶養手当
４月分から手当額が改定
　ひとり親家庭などの方に支給される児童扶養手当および中・重度の障害の
ある子どもを養育している方に支給される特別児童扶養手当（いずれも国制
度）の額が、４月分から1.0％引き上げとなりました。
※支給要件に該当し、まだ申請していない方は、子育て支援課（田無庁舎１階）
で申請手続きをしてください。�

▲

子育て支援課np042－460－9840
❖改定後の額（月額）
□児童扶養手当� 単位：円

対象児童 全部支給 一部支給
新 旧 新 旧

１人目 手当額 42,910 42,500 42,900～10,120 42,490～10,030
２人目 加算額 10,140 10,040 10,130～5,070 10,030～5,020
３人目以降
（１人につき）加算額 ��6,080 ��6,020 6,070～3,040 6,010～3,010

□特別児童扶養手当� 単位：円

等級 １級（重度） ２級（中度）
新 旧 新 旧

手当額 52,200 51,700 34,770 34,430

仮庁舎賃貸借に伴う整備工事
　仮庁舎の整備につきましては、「庁舎統合方針（平成28年12月）」に基づき、
平成45年度の庁舎統合に向け、田無庁舎を活用した「暫定的な対応方策」を
進めており、昨年10月より田無庁舎市民広場の解体工事を実施してきました。
４月１日からは、仮庁舎の整備工事を実施していきますので、引き続き、皆
さんのご理解とご協力をお願いします。

a４月１日㈪～平成32年１月31日㈮
b田無庁舎市民広場跡地

□受注者　大和リース㈱東京本店▲

管財課np042－460－9812

月
項目

2019年 2020年
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

仮設工事
基礎工事
躯体工事
外装工事
内装工事
外構工事

引渡


